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【ひまわり園の皆さん】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

全国の事業所から 

（社福）福岡市手をつなぐ育成会 

ひまわり園 

≪福岡県 福岡市 西区≫ 

 
 

 

Ｎｏ.１４２ 

２０２２・８ 

 

◆オンライン座談会「どうなの？  特例交付金！ そして処遇改善！」 

を開催しました（東京都） 

 

今号では 
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Ｎｏ.１４２ ２０２２年８月発行 

３ 

 

２０２２年度（令和４年度） 全国手をつなぐ事業所協議会 

全国研修大会・新潟県大会について（続報） 

４ 

 

地区協議会より 

オンライン座談会「どうなの？  特例交付金！ そして 

処遇改善！」を開催しました（東京都） 

１０ 

 

全国の事業所から 

ひまわり園（福岡県 福岡市 西区） 

１４ 

 

編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０月からのベースアップ加算の届出について 

 今月号の４ページからの「地方協議会より」にも掲載をしていますが、１０

月からのベースアップ加算を取得するためには、都道府県への届出が必要とな

ります。 

 都道府県によっては既に申請の締め切りとなったとこ

ろもあるかと思いますが、締め切りまで猶予がある場合

は、記事を参考にしていただき加算の請求漏れにならない

ように申請いただけたらと思います。 
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前号でも一部お知らせをしたとおり、２０２２年度（令和４年度）の全国手をつなぐ

事業所協議会全国研修大会・新潟県大会を１１月５日（土）に予定をしています。 

今大会の大会テーマは「総合支援法の見直しと就労支援事業の多様化、農福連携の可

能性」となります。 

８月下旬にはご案内の予定で進めています。 

◆開催日時：令和４年１１月５日（土曜日）１０：００～１６：３０ 

◆会場：ホテルセンチュリーイカヤ（新潟県上越市中央区１－２－７） 

◆日程及び内容 

時間 内容 

９：３０ 受付開始 

１０：００ 開会式 

１０：３０ 

行政説明 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

就労支援専門官 大工 智彦 氏 

１１：３０ 中央情勢報告・全国事業所協議会報告 

１２：００ 昼食休憩 

１３：００ 基調講演 

 「食の安全・農福連携の推進」 

 講師：山田 正彦 氏（元農林水産大臣・弁護士） 

１４：１０ 休憩 

１４：２０ シンポジウム 

 

「総合支援法の見直しと就労支援事業の多様化」 

コーディネーター：（一社）全国手をつなぐ育成会連合会 

専務理事 田中 正博 氏 

シンポジスト  

・（社福）上越福祉会 かなやの里ワークス【新潟県】 

次長 望月 正 氏 

・（社福）さくらの園【東京都】 

理事長 橋爪 亮乃 氏 

・（社福）ひかりの園 根洗作業所【静岡県】 

〇〇 〇〇 〇〇 氏 

１６：１５ 大会総括 

１６：２５ 次期開催地挨拶 

１６：３０ 閉会 

２０２２年度（令和４年度） 全国手をつなぐ事業所協議会 

全国研修大会・新潟県大会について （続法） 
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昨年１1 月、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定されて、

障害福祉事業の職員を対象として、収入を３％程度（月額９,０００円程度）引

き上げる措置が２月から実施されました。 

この処遇改善特例交付金は、「賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを

前提」としたものであり、多くの法人で申請に悩まれたことかと思います。給与

体系を見直す必要があったこと、かつそれにしては２月実施で急がされたことな

どあり、対応が法人ごとに大きく開きがありました。これについて東京都育成会 

地域法人協議会では参加団体にアンケートを実施、また運営・経営部会で７月６

日（参加９団体）と２１日（参加４団体）の２度に渡ってオンラインで座談会を

行い実情の把握を行いました。 

その２回目の座談会について地域法人広報誌「ぷらっとほーむ」で報告したと

ころですが、今回「ほっとすぺーす」にも掲載させていただきます。 

参加していただいたのは、東京都地域法人協議会、運営委員長の長尾さん（調

布わかばの会）、運営・経営部会長の丹野さん（尚道手をつなぐ会）、南波さん（江

戸川菜の花の会） 蜷川さん（清瀬のつぼみ）です。コーディネートは松﨑がさ

せていただきました。 

なかなか語りにくい法人運営の話にもなりますが、現状の問題点を掴めました。

参考にしていただけると幸いです。ご意見もお待ちしています。 

（全国手をつなぐ事業所協議会 理事長 松﨑 伸一） 

１．交付金、及び処遇改善の法人での手続きの現状 

松﨑： 皆さんこんにちは、今日はよろしくおねがいします。さて、職員の雇用・

人事管理についてはどの法人でもご苦労されていることと思います。そこ

に来てこのコロナ禍ですから、相当に気を使ってきた３年なのではないで

しょうか。そんな中での処遇改善特例交付金は突然に現れたような感じを

受けました。福祉事業にかかわるエッセンシャルワーカーに手厚い補償が

されることは願ってもない話です。しかし手放しで喜べない状況にあるこ

とも私たちは実感しています。 

    もともとの処遇改善事業も含め、今日は普段からの思いを吹き出してい

ただきたいと思います。できればもっと多くの法人に参加をお願いしたか 

  ったところですが、座談会としてまとめるため代表

して４法人とさせていただきました。では処遇改善事

業含めどんな現状かお聞きしていきます。まず地域法

人の中では比較的規模の大きい、江戸川菜の花の会の

南波さんからお願いします。 

南波： 菜の花の会では、処遇改善関係の補助金は最初から手続きしています。

オンライン座談会「どうなの？ 特例交付金！ そして 

処遇改善！」を開催しました（東京都） 
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ただし高いキャリアパス要件は満たせず、「加算Ⅲ」です。できれば「加

算Ⅰ」、「加算Ⅱ」にしたいと考えています。これからはそれらを改善して

いく取り組みが必要と思っています。年２回の賞与時に、対象職種にかか

わらず、全職員に法人から持ち出しで支給しています。 

特例交付金については毎月の支給です。対象は計１５０人弱です。請求

業務は法人本部にて行っています。 

蜷川： 清瀬のつぼみでは処遇改善加算は「加算Ⅲ」、特定

加算は「加算Ⅰ」で手続きをしています。対象職員

６人で全職員です。処遇改善は年３回の一時金、今

回の特例交付金は毎月支給しています。 

長尾： わかばの会では、特例交付金の申請は有期限との

情報があったため、申請はしませんでした。処遇改善

は「加算Ⅲ」のみ申請しており、年度末に一括支給と

いう方法で支給しています。対象は４０数人ですが法

人持ち出しで、すべての職員に支給しています。 

丹野： 皆さんと違って、尚道手をつなぐ会では交付金及

び処遇改善、共に申請していません。処遇改善につい

ては給与体系の整理が必要です。また煩雑な手続きを

こなすための体制が取れないのが大きな原因です。小

さな法人なのでマンパワーが不足しています。 

２．今回の金額設定の根拠 

松﨑： ４法人からそれぞれの実情をお聞きしました。かなりの違いがあります

ね。法人規模の大小だけではないようです。では今回の特例交付金の金額

設定の根拠などをお話しいただきたいと思います。申請をしている２法人

からお願いします。 

南波： 菜の花の会では「補助額の３分の２以上は福祉・

介護職員等のベースアップ等の引上げに使用するこ

と」とあるので、常勤については想定額９,０００円

の３分の２である６,０００円のベースアップをする

こととしました。非常勤職員については、想定額９, 

０００円を時給とした場合（９,０００円÷２１日÷８時間）５４円とな

るため、現在の時給単価１,１００円に５０円を加算し、１,１５０円とし

ました。１０月以降についても同様の補助は続けられるという感触だった

ため、心配はせず実施しました。 

蜷川： 今回は支給額が毎月の請求額の１.３％ （就労継続支援Ｂ型）という

ことでしたので、前年度の毎月の収入を元に計算をして、フルタイム勤務

に対して月６,０００円、それ以外に対しては勤務時間に応じて、という

設定をしています。 

松﨑： この金額設定や申請要件等は厚労省から資料が出ているので、皆さんに

は詳しいことは資料を読んでいただきたいと思いますが、交付金の対象と

なる要件については以下に確認しておきたいと思います。 
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（１）福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取得していること 

◆令和４年２月サービス提供分からの取得が必要です。 

（２）原則として、令和４年２月分から賃金改善を実施すること。ただし、就

業規則等の改正が間に合わない場合は、令和４年３月分とまとめて２月分

の賃金改善を行うこともできます。 

◆（３）の要件にかかわらず、令和４年２・３月分は一時金等による賃金改

善も認めます。 

◆令和４年２・３月分から賃金改善を実施した旨を記載した用紙を都道府県

に提出してください。 

◆令和４年２・３月分として見込まれる交付金額のすべてを、令和４年２・

３月分の賃金改善に充てる必要はありません（Ｑ３をご参照ください） 。 

（３）交付金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の３分

の２以上をベースアップ等に充てること。 

◆ベースアップ等とは「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の

引き上げをいいます。 

◆「福祉・介護職員」の賃金改善総額・「その他の職員」の賃金改善総額の

どちらも、その３分の２以上をベースアップ等に充てることが必要です。 

◆ベースアップ等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に

充てることで、全体として、交付金の額を上回る賃金改善を行うことが必

要です。 

◆処遇改善計画書と実績報告書に、「月額の賃金改善額の総額」を記載して

ください。 

３．手続きで苦労した点 

松﨑： さて、今日参加してもらった４法人、交付金申請は半々です。申請する

にしてもしないにしても、手続きで苦労したのはどんなところでしたか。 

南波： 時間がないということはありましたが、該当要件はこれまでの処遇改善

対応で満たしており、規程への文言追加や理事会審議、職員周知に関して

も、そんなに問題はなかったと思っています。規程等も２月の理事会に諮

る形としましたが、施行日をさかのぼる形で期限的なところをクリアしま

した。また江戸川区の指定管理施設があるため、ここについては交付金分

の加算をつけることに対しての事前了承が必要でした。 

蜷川： 制度について、法人で理解や議論をする時間的余裕が少なかった状態で

導入に踏み切ったこと、その状況がそもそも負担でした。また報道で「月

額９,０００円」の情報が先行していたので、うちでは支給が「９,０００

円ではないこと」について職員にその説明が必要でした。 

長尾： わかばの会は申請していないのですが、ベースアップするための検討時

間が作れませんでした。今から考えると職員募集には効果があったかもし

れないと思っています。 

丹野： 尚道手をつなぐ会も申請はしていないので、どの手続で苦労とか述べら

★交付金の対象要件 
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れないのですが、もともと手続きのためのマンパワーが不足しているとこ

ろが、最も苦労しているところです。 

松﨑： 皆さんのお話からすると、申請できるかの分岐点は、１つは「法人とし

て対応できる組織を作れているか」、２つ目は「体力はなくても先ずは申

請する意欲」ということでしょうか。しかし、そこを以ってこの問題の正

否を決める話ではないようです。 

さて、特例交付金は１０月からは新加算として処遇改善に乗ることとな

りました。８月に申請を受付、１０月分から支払い（実支払いは１２月よ

り）となります。これには乗る方向でしょうか。 

南波： 乗ります。 

蜷川： 乗りたいと思っています。 

長尾： 法人の財政基盤を検討してからにしたい。 

丹野： 今は難しい。 

４．制度について思うところ 

松﨑： 現状は大体わかってきました。法人によってかなりの違いが出ています。

ここからは処遇改善の制度に対してもどう思うか、お話いただきたいと思

います。 

南波： 各制度によって、サビ菅・相談・事務は対象外、経験年数・資格要件、

４４０万以上は対象外、法人裁量による等、複雑な仕組みとなっており、

給与事務も按分に苦慮しています。これらをわかりやすく整理した制度の

再構築が求められます。 

制度自体は、職員の処遇向上とともに利用者サービスの質の向上を目的

としており、人件費として職員給与に直接充てなければならず、事務費や

事業費に充当されない仕組みとなっているのは評価できます。 

ただし、その対象は、原則、直接、福祉・介護現場にかかわる職員とな

っており、その他の職員が非該当となっています。しかし現場では、事務

職や相談支援員、サビ菅であってもチームとして支援にあたっており、い

まの制度に則った形で処遇に差をつけることは、非対象となる職種の理解

を得づらいものです。 

直接処遇の職員の給与が低いのであれば、同職場・同法人傘下で働く事

務員や相談支援員、サビ菅も低いと考えるのが当然だと思います。私たち

の職場は、直接処遇のみならず、管理職員も含めた様々な職員の連携で動

いているわけです。全体的な底上げを目的とした、制度の仕組みづくりを

行ってもらいたいと思います。 

 また、処遇改善のシステムはとても解りにくく、手続きが面倒です。 

蜷川： 給与については法人にとって、職員が退職することなく長く働いてもら

う上で重要な要素の１つなので、その支援をしていただけることはありが

たいことは事実です。 

ただ、書類があまりにも面倒。また、そもそもの毎月の請求額（水準）

が現状の職員の維持を考えると足りません。小規模な法人としては、職員

が定期的に入れ替わらないと経営が成り立たないのか？ という思いは

率直にあります。 
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長尾： 今回の処遇改善特例交付金については、従来の処遇改善とは別にする意

味があったのだろうか？と思います。福祉職の賃金アップなので、もっと

素直に賃金アップする制度にして欲しいと思います。申請事務を含め、も

っと多くの事業所に支給できるような仕組みを考えて頂きたいものです。 

また、特例交付金は有期限という話もあったので、そもそもの法人の財

政基盤がしっかりしていなければ継続支給は難しいと判断しました。 

丹野： 手続をしていないため実際のところは分からないのですが、手続きが複

雑な印象を受けています。給与に反映させていきたいが、やはり手続きに

おいてのマンパワーが不足しているため申請できていないのが現状です。

法人の力を付けることが基本ではありますが、まず処遇改善のシステムを

分かりやすく使いやすいものにしていただきたいと思います。 

まとめ 

松﨑： １時間にわたって色々なお話をしていただきました。ありがとうござい

ました。 

「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」が示された時、「おや、こ

の交付金いつもと違うぞ」と感じたのは、ベースアップを強調されていた

ところです。世界に比べて日本の給与が上がらない、それをなんとかした

い。その思いが入っているのだろうと思われます。分からないでもありま

せん。しかしこの程度の金額でその目的が達成されるとは思えず、コロナ

禍で頑張っている福祉現場の職員には申し訳程度の内容です。手続き的に

も検討時間は短く、法人には負担がかかりました。 

なんだか「福祉現場のことも考えていますよ」的に見えてしまったのは

私だけでしょうか。もちろん福祉現場のことを考えて、少しでも給与アッ

プと動いていただいた方には感謝しています。 

１０月には処遇改善に取り込まれますが、処遇改善はいよいよ複雑な制

度です。福祉現場で働く人に、その実績に応じてストレートに届く手当に

ならないものでしょうか。考えたいものです。 

   そもそも障害福祉業界の平均賃金は統計で２９万程度とあり、全産業平

均３５万と大きな差があります。「福祉業界で働くことを羨ましがられる

賃金」を望むのは夢物語なのでしょう。人手不足の中で悩ましい課題です。 

そうは言っても「出してもらえるものは、職員のためになれば少しでも

貰っておく」というのも法人の務めでもあります。可能であれば申請して

ほしいと思いますが、そこにはいくつか壁があります。 

「法人が力を付けろ」、とよく言われますが、障害福祉を担う法人には

小規模でこそ成り立つ法人・事業もあり、事業者の責任だけにできない

様々な状況が地域にあります。体力のない法人ほど交付金申請ができない

というのが、今回も浮き上がってきた１つの実体です。 

福祉現場で働くエッセンシャルワーカーの待遇が改善されるよう、地域

法人協議会の中で引き続き協議が必要だと感じました。また処遇改善につ

いては全国的な検証が期待されます。（ちなみに、この座談会の後で、全

国の最低賃金がアップしました。全国平均３１円アップ、東京では時給１,

０７２円となる予定です。） 
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ひまわり園 

〔社会福祉法人 福岡市手をつなぐ育成会〕 

（福岡県 福岡市 西区） 

福岡市手をつなぐ育成会は、福岡市内の知的障がい児（者）の教育と福祉

の向上をはかり、親たちのかかえる多くの悩みを一歩一歩解決していくため、

１９７４年（昭和４９年）４月「福岡市精神薄弱者育成会」を結成し、組織

の強化をはかりつつ知的障がい児（者）に関する相談活動、研修会をとおし

て関係機関への協力要請等の活動を行ってきました。 

１９９６年（平成８年）には

｢福岡市手をつなぐ育成会」と

名称を変更するとともに組織

の拡充をはかってきました。

相談活動や各種事業運営をと

おして本人＝保護者＝支援者

が一体となり障がい者の自立

と社会参加を目指しています。 

現在、社会福祉法人福岡市手

をつなぐ育成会では、８つの

事業を展開しています。その

中の私たち「ひまわり園」は

１９７９年（昭和５４年）に

通所授産施設として開所し、

福岡市手をつなぐ育成会のな

かでも歴史ある事業所で、現

在は就労移行支援、就労継続

支援Ｂ型、生活介護の３つの

事業を運営し、７３名の方が

利用されています。 

ひまわり園では、パン・菓

子製造（就労継続Ｂ型）、カフ

ェ（就労移行）、手芸・木工・

陶芸（生活介護）の６つの班

があり、高工賃と日中活動の

充実を目指して取り組んでい

ます。 

パンは主に地域の保育所・

 
【令和 4 年度のお中元ギフト】 

 

 

 
【ひまわり園の外観】 

 
【木工作品にも取り組んでいます】 
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幼稚園の給食や高齢者施設・

特別支援学校、地域小学校の

職員に向けて販売しています。

製菓は、地域の保育園関係の

入卒園式等のイベント用の贈 

り物として、またお中元・お

歳暮でのギフトとしてご購入

いただいています。カフェは、

市役所の敷地内にあることも

あり、市役所職員の方がラン

チタイムに利用されることが

多いです。手芸・木工・陶芸

はひまわり園内にあるショッ

プでの販売をはじめ、セレク

トショップでの販売会や他事

業所での委託販売等、幅広く

商品を知ってもらう機会が多

いです。 

近年のコロナ禍で地域の販売会やバザー等のイベントが中止になり、思う

ように工賃を上げることが難しい状況です。今後同じ作業を継続して売上げ

を確保していくことは難しいため、新たな事業展開、商品開発を視野に入れ

ていくことを課題としています。 

利用者の余暇活動については、一泊・日帰り旅行や事業所内で行う販売会、

バスハイク等様々な行事が年間を通して行っています。この２年間は実施で

きていない状態で、作業と事業所内のレクリエーションのみでは、楽しみが

制限されていました。今年度は少しでも楽しい活動ができるように、班ごと

でのグループ外出を実施しました。外出先の昼食場所を貸し切り、買い物は

小グループでの活動とし、感染防止を徹底した外出を計画しました。欲しい

物を選んで購入することや好きなものをメニューの中から選択することな

ど、作業が中心となっていた日常から離れて、外出をみなさん楽しまれてい

るように感じました。 

今後もコロナと上手に向き合っていきながら、ひまわり園の利用者の方の

社会参加を目指すとともに、地域の福祉課題にも目を向け、地域に貢献でき

る事業所を築いていきたいです。 

（社会福祉法人 福岡市手をつなぐ育成会 

ひまわり園 副施設長 二田 佐知子) 

 

 

 

 

 

 

 
【セレクトショップでの販売会】 
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残暑お見舞い申し上げます。 

猛暑に豪雨にコロナ第７波と、事業所にとって

もご利用者様にとっても、厳しい夏になっていま

す。日々の体調管理や健康管理に気を付けながら、

災害への備えもしっかりと準備をしておかなく

てはなりません。 

一日も早いコロナの収束を願っておりますが、残念ながらしばらくは続い

ていきそうな状況です。エアコンが欠かせないので窓を閉め切る事が多いか

と思いますが、換気が感染対策の要となりますので、扇風機等を上手に活用

しながら感染対策をしていければと考えているところでございます。 

さて話しは変わりますが、事業所調査書にご協力を頂きまして、誠にあり

がとうございました。政策委員として事業所からの声を吸い上げて、提言に

つなげていければと思います。まだご提出をされていない事業所の方はご協

力のほど宜しくお願いします。 

まだまだ暑い日が続きますがご自愛くださいませ。 

（中国・四国ブロック 岩月 成臣） 
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